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青森県内の民間企業における障害者の実雇用率は２．０６％(過去最高) 

 

～雇用障害者数は、１４年連続で過去最高を更新～ 

(平成２９年６月１日現在の障害者の雇用状況について) 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律では、障害者の雇用義務がある事業主等から、毎

年６月１日現在における障害者（身体障害者、知的障害者及び精神障害者）の雇用状況

について報告を求めています。 

 青森労働局では、このほど、平成２９年６月１日現在の同報告に係る管内の状況を集

計し、その結果を別添のとおりとりまとめたので公表します。 

 

【集計結果の主なポイント】 

＜一般の民間企業（法定雇用率２．０％、５０人規模以上）＞（８８１企業対象） 

  ○ 全体の実雇用率は２．０６％（対前年比で０．０８ポイント上昇、過去最高で

初の２％台）となっている。 

  ○ 法定雇用率を達成している企業は５０３企業で、達成割合は５７．１％（対前

年比で２．９ポイント上昇）となっている。 

   

＜公的機関＞（６２機関対象） 

○ 法定雇用率２．３％が適用される県、市町村等の機関（６１機関） 

・ 全体の実雇用率は２．２４％（対前年比で０．１５ポイント上昇）となっ 

ている。 

・ 雇用率未達成の公的機関は、１９機関であり、全体に占める未達成機関の 

割合は３１．１％となっている。このうち、０．５人～1 人不足機関は１２

機関であり、未達成機関全体の６３．２％を占めている。 

・ 県機関は、すべての機関で達成となっている。 

・ 市町村の首長部局では、３９機関のうち１３機関（うち１人不足９機関） 

が未達成となっている。 

【照会先】 

職業安定部 職業対策課 

  課  長  相 川  征 昭 

  障害者雇用担当官  豊 島  幸 弘 

      TEL  017(721)2003 

        FAX  017(773)5372 
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    ・ 市教育委員会では、８機関のうち、７機関が達成している。     

○ 法定雇用率２．２％が適用される県教育委員会（１機関） 

・ 実雇用率は１．９５％と前年より０．１ポイント上昇したが、法定雇用率 

未達成となっている。 

＜特殊法人等（４３．５人規模以上）＞（４法人対象） 

○ １法人が未達成となっている。 

このような状況を踏まえ、青森労働局としては、以下により対応することとしている。 

・ 公的機関は民間に率先垂範して法定雇用率を達成する立場にあることから未 

達成の機関に対し、労働局長等から機関のトップに対して呼び出し等による指導 

を徹底。 

・ 民間企業については、その取組状況に応じた雇用率達成指導を厳正に実施。 
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障害者雇用状況報告の集計結果概要 

 

１ 民間企業における雇用状況 

 

 ○ 雇用されている障害者の数、実雇用率 

   一般の民間企業（５０人規模以上：法定雇用率２．０％）に雇用されている障 

害者の数は３，０７３．５人で、前年より、１８４.５人（６．４％）増加し、

過去最高となった。 

雇用者のうち、身体障害者は２，０１５．０人（対前年比３．６％増）、知的

障害者は７９６．５人（同８．６％増）、精神障害者は２６２．０人（同２４．

２％増）と、いずれも前年より増加しており、特に精神障害者が大きく増加した。 

 一般の民間企業の実雇用率は２．０６％（前年１．９８％）で、法定雇用率達

成企業の割合は５７．１％（前年５４．２％）であった。 

                  〈まとめＰ２ 第１表、総括表Ｐ１２〉 

  ○ 企業規模別の状況 

    企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、すべての企業規模で前年

より増加した。１００人～２００人未満、２００人～３００人未満及び１，００

０人以上規模の企業で全体の実雇用率を上回っているが、５０人～１００人未満、

３００人～５００人未満及び、５００人～１，０００人未満規模の企業で全体の

実雇用率を下回っている。 

    また、法定雇用率達成企業割合では、１００人～２００人未満規模企業、２０

０人～３００人未満規模企業及び５００人～１，０００人未満規模企業、１，０

００人以上規模企業で５０％以上となった。 

                     〈まとめＰ４ 第３表、総括表Ｐ１３〉 

 

  ○ 産業別の状況 

    産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「不動産・物品賃貸業」、「教

育・学習支援業」、「サービス業」以外の全ての業種で、前年以上となった。 

    産業別の雇用率では、「建設業」（２．０４％）、「製造業」(２．２８％)、「運

輸・郵便業」(２.０８％)、「生活関連サービス・娯楽業」（３．５６％）、「医療・

福祉」（２．３４％）の５業種は法定雇用率を上回っている。 

〈まとめＰ６ 第５表〉 

 

  ○ 法定雇用率未達成企業の状況 

法定雇用率未達成企業（３７８企業）のうち、不足数が０．５人または１人で   

   ある企業（１人不足企業）が７５．１％（２８４企業）を占めている。 
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    また、障害者を１人も雇用していない企業（障害者雇用ゼロ企業）が、法定雇

用率未達成企業の６６．４％（２５１企業）となっている。 

〈総括表Ｐ１４〉 

 

２ 県、市町村等における在職状況 

 

（１） 県の機関 

県の機関（法定雇用率２．３％）に在職している障害者の数は１１９．

０人であり、実雇用率は２．４７％と前年に比べ０．１２ポイント上昇して

いる。（県の機関は３機関すべて達成） 

〈まとめＰ９ 第９表、総括表Ｐ１０、Ｐ１５、Ｐ１６〉 

 

（２） 市町村等の機関 

市町村等の機関（法定雇用率２．３％）に在職している障害者の数は３

１８．０人であり、実雇用率は２．１６％と前年に比べ０．１５ポイント上

昇している。 

（市町村等の機関は５８機関中３９機関で達成） 

〈まとめＰ９ 第９表、総括表Ｐ１０、Ｐ１８、Ｐ１９、Ｐ２０〉 

（３） 県の教育委員会 

２．２％の法定雇用率が適用される県の教育委員会(１機関)に在職して

いる障害者の数は１８１．５人であり、実雇用率は１．９５％と前年に比べ

０．１ポイント上昇、不足数は前年より９．０人減少し、２３．５人となっ

ている。全国の未達成７道府県教育委員会のうち１県（平成２９年１２月１

日現在）。 

 〈まとめＰ８ 第８表、まとめＰ９ 第９表、総括表Ｐ１０、Ｐ１７〉 

 

３ 特殊法人等における雇用状況 

 

   独立行政法人（法定雇用率２．３％）に雇用されている障害者の数は５０．０

人であり、実雇用率は２.２２％と前年に比べ０．０９ポイント低下している。

（４機関中３機関で達成） 

               〈まとめＰ７ 第７表、総括表Ｐ１１、Ｐ２１〉 

 

 



─平成２９年６月１日現在─

青森労働局職業安定部

平成29年12月13日

障害者雇用状況報告のまとめ

平成２９年度



Ⅰ．法定雇用率とは

とされている。

務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率の算定対象にす

○ 民間企業

・ 一般の民間企業･ ･ ･ ･ ・ ・ ・ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･２．０％

（対象企業：50人以上規模の企業）

・ 特殊法人等･ ･ ･ ･ ・ ・ ・ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･２．３％

（対象法人：43.5人以上規模の特殊法人、独立行政法人、国立大学法人等）

○ ２．３％

（対象機関：職員数43.5人以上規模の機関）

○ ２．２％

（対象機関：職員数45.5人以上規模の機関）

【一般民間企業における雇用率設定基準】

　上３０時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者並び

　に精神障害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。

 

※　重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者

　又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。　

※　重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が２０時間以

民間企業、国、地方公共団体は「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の

　下回らない率をもって定めることとされている。

割合（法定雇用率）に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこと

雇用義務の対象となる障害者は身体障害者及び知的障害者である（なお、精神障害者は雇用義

ることができる）。

国、地方公共団体･ ･ ･ ･ ・ ・ ・ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

都道府県等の教育委員会･ ･ ･ ･ ・ ・ ・ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

（カッコ内はそれぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の
障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。）

身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数

障害者雇用率　＝
　＋　失業している身体障害者及び知的障害者の数

　常用労働者数　＋　失業者数

※　特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を
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Ⅱ．

1.

④ ⑤

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

2.0% 881 148,901.0 629 115 1,447 507 3,073.5 286.5 2.06 503 57.1

< 298,983 > < ##### > < ##### >

(2.0%)（ 872 )（ 146,262.5 )（ 610 )（ 111 )（ 1,322 ) ( 472 ) （ 2,889.0 )（ 315.5 )（ 1.98 )（ 473 )（ 54.2 )

注１．

２．

３．

４．

５．

（厚生労働省職業安定局集計）

②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外
率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相
当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

企業数 Ａ.重度身
体障害者
及び重度
知的障害
者

法定雇用
率達成企
業の数

（　）内は平成28年6月1日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

(1)

Ｂ.重度身
体障害者
及び重度
知的障害
者である
短時間労
働者

Ｃ．重度以
外の身体障
害者、知的
障害者及び
精神障害者

Ｄ.重度以外
の身体障害
者及び知的
障害者並び
に精神障害
者である短時
間労働者

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋Ｄ×0.5

Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、B、D欄は1週間の所定労働
時間が20時間以上30時間未満の労働者である。

F欄の「うち新規雇用分」は、平成28年6月2日から平成29年6月1日までの1年間に新規に雇
い入れられた障害者数である。

③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、1人を2人に相当する
ものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体
障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者」については法律上、1人を
0.5人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。

法定雇用障害
者数の算定の
基礎となる労働
者数

実雇用率
Ｅ÷②×
100

第1表　一般の民間企業における障害者の雇用状況

（平成２９年６月１日現在）
②①

法　定
雇用率

民間企業における雇用状況

一般の民間企業

雇用されている障害者の数及び実雇用率

（第1表、 第2表）

　２．０％の法定雇用率が適用される一般の民間企業数（５０人規模以上の企業）は８８１企業で、前
年に比べ９企業（１．０％）増加し、法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数は１４８,９０１．０
人で、前年に比べ２，６３８．５人（１．８％）増加した。
　雇用されている障害者の数は３，０７３．５人となり、前年に比べて１８４．５人（６．４％）の増加となっ
た。
　この結果、実雇用率は前年に比べて０．０８ポイント上昇し２．０６％となった。

法定雇用
率達成企
業の割合

Ｆ．うち新
規雇用分

③　障害者の数 ⑥
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① ⑤
年 企 業 数 全 国

割 合 実雇用率
④÷①×100

企業 人 人 ％ ポイント 企業 ％ ％

454 1,100 1.39 192 42.3 1.32

2 465 1,162 62 1.43 0.04 188 40.4 1.32

3 535 1,280 118 1.44 0.01 211 39.4 1.32

4 570 1,379 99 1.48 0.04 237 41.6 1.36

5 579 1,536 157 1.60 0.12 246 42.5 1.41

6 588 1,561 25 1.60 0.00 248 42.2 1.44

7 581 1,601 40 1.64 0.04 249 42.9 1.45

8 570 1,592 △ 9 1.62 △ 0.02 256 44.9 1.47

9 562 1,588 △ 4 1.60 △ 0.02 261 46.4 1.47

10 584 1,563 △ 25 1.54 △ 0.06 247 42.3 1.48

11 681 1,596 33 1.50 △ 0.04 251 36.9 1.49

12 676 1,556 △ 40 1.46 △ 0.04 248 36.7 1.49

13 671 1,583 27 1.49 0.03 257 38.3 1.49

14 662 1,553 △ 30 1.53 0.04 256 38.7 1.47

15 666 1,549 △ 4 1.50 △ 0.03 272 40.8 1.48

16 675 1,612 63 1.52 0.02 290 43.0 1.46

17 694 1,682 70 1.54 0.02 290 41.8 1.49

18 711 1,701.0 19.0 1.52 △ 0.02 298 41.9 1.52

19 702 1,769.5 68.5 1.56 0.04 304 43.3 1.55

20 688 1,827.0 57.5 1.57 0.01 293 42.6 1.59

21 661 1,926.0 99.0 1.65 0.08 292 44.2 1.63

22 666 1,979.0 53.0 1.71 0.06 329 49.4 1.68

23 712 2,131.0 152.0 1.67 △ 0.04 333 46.8 1.65

    24 731 2,223.5 92.5 1.70 0.03 347 47.5 1.69

25 831 2,466.5 243.0 1.78 0.08 385 46.3 1.76

26 858 2,592.0 125.5 1.83 0.05 405 47.2 1.82

27 881 2,736.5 144.5 1.89 0.06 454 51.5 1.88

28 872 2,889.0 152.5 1.98 0.09 473 54.2 1.92

29 881 3,073.5 184.5 2.06 0.08 503 57.1 1.97

（注）１　雇用率算定対象障害者数は、次に掲げるものをいう。

昭和63年～平成4年

平成18年～

平成23年～ 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント、短時間労働者は0.5カウント）

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント、短時間労働者は0.5カウント）

精神障害者（短時間労働者は0.5カウント）

2　平成11年から法定雇用率が1.6％から1.8％に引き上げられ、調査対象企業が63人規模以上から56人規模以上企業となった。

（厚生労働省職業安定局集計）

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

重度身体障害者である短時間労働者

増減

平成元年

                              第2表　一般の民間企業における障害者数及び実雇用率の推移
（各年6月1日現在）

④法定雇用率
達成企業数

前年比
増減

前年比

②　障害者数 ③　実雇用率

4　平成25年から法定雇用率が1.8%から2.0%に引き上げられ、調査対象企業が56人規模以上から50人規模以上企業となった。

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者

3　平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があった。

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

重度知的障害者である短時間労働者

重度身体障害者である短時間労働者

重度知的障害者である短時間労働者

精神障害者（短時間労働者は0.5カウント）

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

重度知的障害者である短時間労働者

重度身体障害者である短時間労働者

平成５年～平成17年
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（平成２９年６月１日現在）

① ② ④ ⑤ ⑥

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

規模計 881 148,901.0 629 115 1,447 507 3,073.5 286.5 2.06 503 57.1

（ 872 )（ 146,262.5 )（ 610 ) （ 111 ) （ 1,322 ) （ 472 )（ 2,889.0 )（ 315.5 )（ 1.98 )（ 473 )（ 54.2 )

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

436 29,684.0 94 16 203 94 454.0 58.0 1.53 212 48.6

（ 433 )（ 29,583.0 )（ 85 ) （ 15 ) （ 199 ) （ 96 )（ 432.0 )（ 45.5 )（ 1.46 )（ 207 )（ 47.8 )

249 31,248.5 158 25 321 181 752.5 80.5 2.41 176 70.7

（ 251 )（ 31,858.5 )（ 149 ) （ 30 ) （ 294 ) （ 138 )（ 691.0 )（ 74.5 )（ 2.17 )（ 159 )（ 63.3 )

87 18,813.0 95 22 209 89 465.5 34.5 2.47 61 70.1

（ 87 )（ 19,046.5 )（ 99 ) （ 19 ) （ 193 ) （ 97 )（ 458.5 )（ 50.0 )（ 2.41 )（ 59 )（ 67.8 )

60 20,172.5 81 21 177 39 379.5 28.0 1.88 26 43.3

（ 52 )（ 17,590.0 )（ 65 ) （ 20 ) （ 151 ) （ 32 )（ 317.0 )（ 42.5 )（ 1.80 )（ 20 )（ 38.5 )

33 20,924.0 87 13 191 52 404.0 37.5 1.93 17 51.5

（ 33 )（ 20,671.5 )（ 90 ) （ 16 ) （ 174 ) （ 53 )（ 396.5 )（ 47.5 )（ 1.92 )（ 17 )（ 51.5 )

16 28,059.0 114 18 346 52 618.0 48.0 2.20 11 68.8

（ 16 )（ 27,513.0 )（ 122 ) （ 11 ) （ 311 ) （ 56 )（ 594.0 )（ 55.5 )（ 2.16 )（ 11 )（ 68.8 )

実雇用率
Ｅ÷②×
100

（２）企業規模別の雇用状況

    企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は「第3表－③欄」のとおり、50～100人未満規模企業、100～
200人未満規模企業、200人～300人未満規模企業、300～500人未満規模企業、500～1,000人未満規模企業、
1,000人以上規模企業すべての規模で前年より増加した。
   また、法定雇用率達成企業割合では、100人～200人未満規模企業、200人～300人未満規模企業及び、500～
1,000人未満規模企業及び、1,000人以上規模企業で50％以上となった。

（第３表）

 第3表　一般の民間企業における規模別障害者の雇用状況

区分

③　障害者の数

企業数 法定雇用障害
者数の算定の
基礎となる労働
者数

法定雇用
率達成企
業の数

法定雇用
率達成企
業の割合

Ｆ．うち新規
雇用分

200～
300人未満

Ｂ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者である
短時間労働
者

Ｃ．重度以
外の身体
障害者、知
的障害者
及び精神
障害者

Ｄ.重度以外
の身体障害
者及び知的
障害者並び
に精神障害
者である短
時間労働者

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋Ｄ×0.5

Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

50～
100人未満

100～
200人未満

500～
1,000人未満

1,000人以上

（厚生労働省職業安定局集計）
    （注) 第1表と同じ

300～
500人未満
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人 ％

20.2

( 45.5 ) ( 14.4 )

28.1

( 74.5 ) ( 23.6 )

12.0

( 50.0 ) ( 15.8 )

9.8

( 42.5 ) ( 13.5 )

13.1

( 47.5 ) ( 15.1 )

16.8

( 55.5 ) ( 17.6 )

100.0

( 315.5 ) ( 100.0 )

１　新規雇入れ者とは、平成28年6月2日から平成29年6月1日までの1年間に雇入れられ

2　下段（ )は平成28年6月1日現在の数値である。

（３）　企業規模別における新規雇入れ障害者数の状況

   平成28年6月2日から平成29年6月1日までの1年間に、一般の民間企業に新規に雇入れられた

障害者数は286.5人となり、前年と比較して29.0人減少した。

（第４表）

　　第4表　一般の民間における企業規模別新規雇入れ障害者数の状況

区　　分
新規雇入れ障害者数

構成割合

50～100人未満
58.0

100～200人未満
80.5

（注）

200～300人未満
34.5

300～500人未満
28.0

（厚生労働省職業安定局集計）

　平成29年6月1日現在在職している者である。

500～1,000人未満
37.5

1,000人以上
48.0

規　模　計
286.5
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(４)  産業別の雇用状況

情報通信業（０．９８％→１．２４％）、卸売・小売業(１.５８％→１．６６％)、学術研究・専門・技術サービス業（１．０９％→１．３６％）、
宿泊・飲食サービス業(１．５８％→１．８５％)、生活関連サービス・娯楽業(３．３１％→３．５６％)、医療・福祉（２．１９％→２．３４％）、
複合サービス事業(１．５６％→１．７７％)で前年より上昇した。

　 一方、運輸・郵便業（２．１２％→２．０８％）、不動産・物品賃貸業(１．３５％→０．７７％）、教育・学習支援業（１．６５％→１．４９％）、
サービス業（１．８９％→１．８６％）で前年より低下した。

第5表　一般の民間企業における産業別障害者の雇用状況 （平成２９年６月１日現在）

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

881 148,901.0 629 115 1,447 507 3,073.5 286.5 2.06 503 57.1
（ 872 ) （ 146,262.5 ) （ 610 ) （ 111 ) （ 1,322 ) （ 472 ) （ 2,889.0 ) （ 315.5 ) （ 1.98 ) （ 473 ) （ 54.2 )

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

9 1,259.0 5 0 12 0 22.0 1.0 1.75 6 66.7
（ 7 ) （ 1,097.5 ) （ 5 ) （ 0 ) （ 9 ) （ 0 ) （ 19.0 ) （ 0.0 ) （ 1.73 ) （ 4 ) （ 57.1 )

41 3,710.0 22 2 28 3 75.5 6.0 2.04 20 48.8
（ 38 ) （ 3,526.5 ) （ 18 ) （ 0 ) （ 26 ) （ 3 ) （ 63.5 ) （ 13.5 ) （ 1.80 ) （ 17 ) （ 44.7 )

186 37,589.5 205 12 422 26 857.0 62.5 2.28 119 64.0
（ 183 ) （ 37,087.0 ) （ 195 ) （ 13 ) （ 400 ) （ 28 ) （ 817.0 ) （ 62.0 ) （ 2.20 ) （ 114 ) （ 62.3 )

1 51.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0 0.0
（ 1 ) （ 50.0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 ) （ 0.0 ) （ 0.00 ) （ 0 ) （ 0.0 )

21 2,421.0 10 0 10 0 30.0 5.0 1.24 10 47.6
（ 20 ) （ 2,355.5 ) （ 8 ) （ 0 ) （ 7 ) （ 0 ) （ 23.0 ) （ 4.0 ) （ 0.98 ) （ 7 ) （ 35.0 )

54 7,387.5 32 5 81 7 153.5 2.5 2.08 34 63.0
（ 52 ) （ 7,191.5 ) （ 36 ) （ 7 ) （ 70 ) （ 7 ) （ 152.5 ) （ 16.0 ) （ 2.12 ) （ 30 ) （ 57.7 )

139 29,110.5 82 25 249 89 482.5 58.0 1.66 51 36.7
（ 141 ) （ 28,848.0 ) （ 85 ) （ 19 ) （ 224 ) （ 88 ) （ 457.0 ) （ 69.0 ) （ 1.58 ) （ 53 ) （ 37.6 )

10 5,929.0 32 0 46 2 111.0 7.0 1.87 5 50.0
（ 10 ) （ 5,896.5 ) （ 33 ) （ 0 ) （ 43 ) （ 2 ) （ 110.0 ) （ 3.0 ) （ 1.87 ) （ 5 ) （ 50.0 )

8 973.5 2 0 3 1 7.5 1.0 0.77 1 12.5
（ 7 ) （ 926.0 ) （ 5 ) （ 0 ) （ 2 ) （ 1 ) （ 12.5 ) （ 0.0 ) （ 1.35 ) （ 2 ) （ 28.6 )

12 953.5 3 0 7 0 13.0 5.0 1.36 8 66.7
（ 12 ) （ 916.5 ) （ 3 ) （ 0 ) （ 4 ) （ 0 ) （ 10.0 ) （ 1.0 ) （ 1.09 ) （ 5 ) （ 41.7 )

36 3,885.0 13 3 35 16 72.0 9.0 1.85 23 63.9
（ 34 ) （ 3,701.0 ) （ 10 ) （ 2 ) （ 31 ) （ 11 ) （ 58.5 ) （ 10.0 ) （ 1.58 ) （ 18 ) （ 52.9 )

22 3,117.5 18 0 70 10 111.0 5.0 3.56 13 59.1
（ 23 ) （ 3,246.5 ) （ 18 ) （ 2 ) （ 63 ) （ 13 ) （ 107.5 ) （ 4.0 ) （ 3.31 ) （ 13 ) （ 56.5 )

14 1,879.0 7 0 14 0 28.0 0.0 1.49 6 42.9
（ 15 ) （ 1,908.5 ) （ 8 ) （ 0 ) （ 15 ) （ 1 ) （ 31.5 ) （ 1.0 ) （ 1.65 ) （ 8 ) （ 53.3 )

240 36,140.0 143 57 344 316 845.0 106.0 2.34 157 65.4
（ 239 ) （ 35,011.5 ) （ 135 ) （ 56 ) （ 300 ) （ 281 ) （ 766.5 ) （ 91.0 ) （ 2.19 ) （ 147 ) （ 61.5 )

15 4,127.0 19 1 33 2 73.0 7.0 1.77 8 53.3
（ 16 ) （ 4,173.0 ) （ 15 ) （ 0 ) （ 34 ) （ 2 ) （ 65.0 ) （ 14.0 ) （ 1.56 ) （ 6 ) （ 37.5 )

73 10,368.0 36 10 93 35 192.5 11.5 1.86 42 57.5
（ 74 ) （ 10,327.0 ) （ 36 ) （ 12 ) （ 94 ) （ 35 ) （ 195.5 ) （ 27.0 ) （ 1.89 ) （ 44 ) （ 59.5 )

（厚生労働省職業安定局集計）
（注）　第1表と同じ

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある
短時間労働者

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者

Ｆ．うち新規雇
用分

不動産・物品賃貸業

学術研究・専門・技術
サービス業

農・林・漁業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸・郵便業

金融・保険業

宿泊・飲食サービス業

　 産業別の実雇用率をみると、農・林・漁業（１．７３％→１．７５％）、建設業(１．８０％→２．０４％)、製造業（２．２０％→２．２８％）、

（第5表）

Ｄ.重度以外の
身体障害者及
び知的障害者
並びに精神障
害者である短
時間労働者

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
×0.5

⑥
法定雇用率達成
企業の割合

Ａ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者区分

①
企業数

②
法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労
働者数

③　障害者の数 ④
実雇用率
Ｅ÷②×100

⑤
法定雇用率達成
企業の数

産業計

卸売・小売業

生活関連サービス・娯楽業

教育・学習支援業

医療・福祉

複合サービス事業

サービス業

-6-



人 ％

1.0 0.3
( 0.0 ) ( 0.0 )

6.0 2.1
( 13.5 ) ( 4.3 )

62.5 21.8
( 62.0 ) ( 19.7 )

0.0 0.0
( 0.0 ) ( 0.0 )

5.0 1.7
( 4.0 ) ( 1.3 )

2.5 0.9
( 16.0 ) ( 5.1 )

58.0 20.2
( 69.0 ) ( 21.9 )

7.0 2.4
( 3.0 ) ( 1.0 )

1.0 0.3
( 0.0 ) ( 0.0 )

5.0 1.7
( 1.0 ) ( 0.3 )

9.0 3.1
( 10.0 ) ( 3.2 )

5.0 1.7
( 4.0 ) ( 1.3 )

0.0 0.0
( 1.0 ) ( 0.3 )

106.0 37.0
( 91.0 ) ( 28.8 )

7.0 2.4
( 14.0 ) ( 4.4 )

11.5 4.0
( 27.0 ) ( 8.6 )

286.5 100.0
( 315.5 ) ( 100.0 )

（注）第４表と同じ

２．特殊法人等における雇用状況

第7表　特殊法人等における障害者の雇用状況

① ④ ⑤

機関 人 人 人 人 人 人 人 ％ 機関 ％

2.3% 4 2,253.0 10 4 22 8 50.0 3.0 2.22 3 75.0
< 6,488 > < 139 > < ##### >

(2.3%) （ 4 )（ 2,206.0 )（ 12 )（ 4 ）（ 22 )（ 2 ) （ 51.0 )（ 6.0 )（ 2.31 )（ 2 )（ 50.0 )

（注）1　下段（ )は平成28年6月1日現在の数値である。

法定雇用率

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる職員数

③　障害者の数 ⑥

法人数

Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間勤
務職員

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神
障害者

Ｄ.重度以外身
体障害者及び
知的障害者並
びに精神障害
者である短時
間勤務職員

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋Ｄ×0.5

実雇用率
Ｅ÷②×100

法定雇用率
達成機関の
数

法定雇用率
達成機関の
割合

Ｆ．うち新規雇
用分

(第７表）

学術研究・専門・技術サービス業

宿泊・飲食サービス業

生活関連サービス・娯楽業

教育・学習支援業

医療・福祉

複合サービス事業

サービス業

産　業　計

（厚生労働省職業安定局集計）

　2.3％の法定雇用率が適用される特殊法人等における法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者数は
2,253.0人、雇用されている障害者の数は50.0人となり、実雇用率は2.22％となった。

不動産・物品賃貸業

電気・ガス・熱供給・水道業

区　　　分 新規雇い入れ障害者数
構成割合

農･林･漁業

建設業

製造業

情報通信業

運輸・郵便業

卸売・小売業

金融・保険業

（５）　産業別における新規雇入れ障害者数の状況

　平成28年6月2日から平成29年6月1日までの1年間に、新たに雇入れられた障害者数について産業別にみ
ると、農・林・漁業、製造業、情報通信業、金融・保険業、不動産・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス
業、生活関連サービス・娯楽業、医療・福祉業で増加している。
　製造業、卸売・小売業、医療・福祉の３業種で全体の79.1％を占めている。

（第６表）  

　　　第6表　一般の民間における産業別新規雇入れ障害者数の状況
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①
④ ⑤

機関 人 人 人 人 人 人 人 ％ 機関 ％

61 19,513.5 116 7 194 8 437.0 40.0 2.24 42 68.9

（ 61 )（ 19,396.0 )（ 105 )（ 3 ）（ 187 )（ 11 )（ 405.5 )（ 48.5 )（ 2.09 )（ 37 )（ 60.7 )

1 9,329.5 43 1 94 1 181.5 18.0 1.95 0 0.0

（ 1 )（ 9,432.5 )（ 39 )（ 1 ）（ 94 )（ 3 )（ 174.5 )（ 29.5 )（ 1.85 )（ 0 )（ 0.0 )

２　以下第1表と同じ

⑥

法人数

Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

Ｂ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者である
短時間勤務
職員

（平成29年6月1日現在）

（厚生労働省職業安定局集計）

１　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相
当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数
である。

（注）

法定雇用率
2.2％が適用
される機関

法定雇用率
2.3％が適用
される機関

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ
＋Ｃ＋Ｄ×
0.5

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる職員数

③　障害者の数

Ⅲ．地方公共団体における雇用状況

(第８表）

第８表　地方公共団体における障害者の在職状況

法定雇用
率達成機
関の数区分

  地方公共団体のうち、法定雇用率2.3％が適用される行政機関（除外職員を除く職員数43.5人以上の機
関）の雇用状況をみると、雇用されている障害者数は437.0人と前年より31.5人増加し、実雇用率は2.24％
と前年より0.15ポイント増加した。

実雇用率
Ｅ÷②×
100

１．法定雇用率2.3％が適用される機関の状況（県・市町村等の地方公共団体）

２．法定雇用率2.2％が適用される機関の状況（県教育委員会）

  法定雇用率2.2％が適用される機関（除外職員を除く職員数45.5人以上の機関）についてみると、雇用され
ている障害者数が181.5人と前年より7人増加し、実用率は1.95％と前年より0.1ポイント増加した。

法定雇用
率達成機
関の割合Ｆ．うち新

規雇用分

Ｃ．重度以
外の身体障
害者、知的
障害者及び
精神障害者

Ｄ.重度以外
身体障害者
及び知的障
害者並びに精
神障害者であ
る短時間勤務
職員

(第８表）
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　３． 機関区分別の状況

　地方公共団体における雇用状況を機関区分別にみると、2.3％の法定雇用率が適用される県の機関は

2.47％と前年より0.12ポイント上昇し、市町村等の機関は2.16％と前年より0.15ポイント上昇した。

　また、教育委員会は、県の機関（法定雇用率2.2％）と市の機関（法定雇用率2.3％）では法定雇用率が

異なるが、県教育委員会の実雇用率は1.95％と前年より0.1ポイント増加し、市教育委員会の実雇用率

も2.67％と前年より0.12ポイント増加した。

     （第９表）

第９表　地方公共団体における機関区分別障害者の在職状況

    （平成29年6月1日現在）

① ② ③ ① ② ③

法定雇用障害 障 害 者 の 数 実 雇 用 率 法定雇用障害 障 害 者 の 数 実 雇 用 率

者の算定の基礎 ②÷①×100 者の算定の基礎 ②÷①×100

となる職員数 となる職員数

人 人 ％ 人 人 ％

4,820.0 119.0 2.47 9,329.5 181.5 1.95

(4,783.0) (112.5) (2.35) (9,432.5) (174.5) (1.85)

人 人 ％

14,693.5 318.0 2.16

(14，613.0) (293.0) (2.01)

人 人 ％

10,872.5 240.5 2.21

(10，819.5) (230.5) (2.13)

人 人 ％

2,883.5 52.5 1.82

(2,813.0) (37.5) (1.33)

人 人 ％

937.5 25.0 2.67

(980.5) (25.0) (2.55)

（注）1　下段（ )は平成28年6月1日現在の数値である。　　　　　　　　　　（青森労働局職業安定部集計）

法定雇用率2.2％が適用される機関

市 町 村 等 の
機 関 計

市町村の首長
部 局

法定雇用率2.3％が適用される機関

県 の 機 関

市の公営機関

区　　分

市教育委員会
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１　一般の民間企業における雇用状況（法定雇用率2.0％）

148,901.0 人 3,073.5 人 2.06 % 503 / 881 57.1 %

〔 2,698 人〕 < 1.81 % >

( 146,262.5 人 ) ( 2,889.0 人) ( 1.98 % ) ( 473 / 872 ) ( 54.2 % )

※〔　〕内は実人員。以下同じ。

4,820.0 人 119.0 人 2.47 % 3 / 3 100.0 %

〔 91 人〕 < 1.89 % >

( 4,783.0 人 ) ( 112.5 人) ( 2.35 % ) ( 2 / 3 ) ( 66.7 % )

3,750.0 人 90.0 人 2.40 % 1 / 1 100.0 %

〔 65 人〕 < 1.73 % >

( 3,718.0 人 ) ( 88.0 人) ( 2.37 % ) ( 1 / 1 ) ( 100.0 % )

1,070.0 人 29.0 人 2.71 % 2 / 2 100.0 %

〔 26 人〕 < % >

( 1,065.0 人 ) ( 24.5 人) ( 2.30 % ) ( 1 / 2 ) ( 50.0 % )

(2) 市町村の機関（法定雇用率2.3％）

14,693.5 人 318.0 人 2.16 % 39 / 58 67.2 %

〔 234 人〕 < 1.59 % >

( 14,613.0 人 ) ( 293.0 人) ( 2.01 % ) ( 35 / 58 ) ( 60.3 % )

10,872.5 人 240.5 人 2.21 % 26 / 39 66.7 %

〔 176 人〕 < 1.62 % >

( 10,819.5 人 ) ( 230.5 人) ( 2.13 % ) ( 23 / 39 ) ( 59.0 % )

3,821.0 人 77.5 人 2.03 % 13 / 19 68.4 %

〔 58 人〕 < 1.52 % >

( 3,793.5 人 ) ( 62.5 人) ( 1.65 % ) ( 12 / 19 ) ( 63.2 % )

(３) 法定雇用率2.2％が適用される都道府県等の教育委員会（法定雇用率2.2％）

9,329.5 人 181.5 人 1.95 % 0 / 1 0.0 %

〔 139 人〕 < 1.49 % >

( 9,432.5 人 ) ( 174.5 人) ( 1.85 % ) ( 0 / 1 ) ( 0.0 % )

平成２９年６月１日現在における障害者の雇用状況（総括表）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成企業の数 ⑤達成割合

民間企業

２　地方公共団体における在職状況

(1) 都道府県の機関（法定雇用率2.3％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 ⑤　達成割合

④　法定雇用率達成機関の数 ⑤　達成割合

計

都道府県
知事部局

その他の
都道府県

機関

③　実雇用率

④　法定雇用率達成機関の数 ⑤　達成割合

都道府県
教育委員会

計

市町村の
首長部局

市町村の
その他機関

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率
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３　特殊法人等における雇用状況（法定雇用率2.3％）

2,253.0 人 50.0 人 2.22 % 3 / 4 75.0 %

〔 44 人〕 % >

( 2,206.0 人 ) ( 51.0 人) ( 2.31 % ) ( 2 / 4 ) ( 50.0 % )

1,826.0 人 39.5 人 2.16 % 0 / 1 0.0 %

〔 32 人〕 % >

( 1,781.5 人 ) ( 43.5 人) ( 2.44 % ) ( 1 / 1 ) ( 100.0 % )

427.0 人 10.5 人 2.46 % 3 / 3 100.0 %

〔 12 人〕 < % >

( 424.5 人 ) ( 7.5 人) ( 1.77 % ) ( 1 / 3 ) ( 33.3 % )

注　１

２

３

４

５

６

⑤　達成割合

　法定雇用率2.2％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

　下段（　）内は、平成28年6月1日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

　「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第８号まで、「地方独立行政法
人等」とは、同令別表第２の第９号から第１０号までの法人を指す。

独立行政法人
等

地方独立行政
法人等

　１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相
当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種につい
て定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相
当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重
度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、短
時間労働者である重度身体障害者及び重度知的障害者については１カウントとしている。
　また、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を
0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

計

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成法人の数
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（１） 概況

①　概況

① ④ ⑤

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

881 148,901.0 629 115 1,447 507 3,073.5 286.5 2.06 503 57.1

< 298,983 > < 28,430 > < 200.79 >

（ 872 )（ 146,262.5 )（ 610 )（ 111 )（ 1,322 ) ( 472 ) （ 2,889.0 )（ 315.5 )（ 1.98 )（ 473 )（ 54.2 )

②　障害種別雇用状況

注１ 注１

２

２ ３

３ ４

４ ５

５ ６

６

　（　）内は平成28年6月1日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

 （　）内は平成28年6月1日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなっ
た。　< >内は精神障害者を除いた場合の数値である。

　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとして
おり、Ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害
者並びに精神障害者である短時間労働者」については法律上、１人を0.5人に相当するものとしており、Ｅ
欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。

②③④ｄ欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者
である短時間労働者については法律上、1人を0.5人に相当するものとして
おり、ｅ欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。

　Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、B、D欄は1週間の所定労働時間が20
時間以上30時間未満の労働者である。

②③のａ.ｃ欄及び④のｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働
者であり、②③のｂ,d欄及び④のｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以
上30時間未満の労働者である。

　F欄の「うち新規雇用分」は、平成28年6月2日から平成29年6月1日までの１年間に新規に雇い入れられ
た障害者数である。

②③④ｆ欄の「うち新規雇用分」は、平成28年6月2日から平成29年6月1日
までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。

民間企業

〔１（１）①表の注〕 〔１（１）②表の注〕

　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数
（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種
について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

①欄の「障害者の数」とは②③④のｅ欄の計である。

②③ａ欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとして
おり、ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントとしている。

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋
Ｄ×0.5

実雇用率
Ｅ÷②×
100

法定雇用率
達成企業の
数

法定雇用
率達成企
業の割合

Ｆ．うち新規雇
用分区分

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎と
なる労働者数

③　障害者の数 ⑥

企業数 Ａ.重度身
体障害者及
び重度知的
障害者

Ｂ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者である短
時間労働者

Ｃ．重度以外の
身体障害者、
知的障害者及
び精神障害者

Ｄ.重度以外の
身体障害者及
び知的障害者
並びに精神障
害者である短
時間労働者

１ 民間企業における雇用状況（法定雇用率2.0％）

－
1
2
－

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

民間企業 3,073.5 568 70 753 112 2,015.0 138.0 61 45 516 227 796.5 90.0 178 168 262.0 58.5

（ 2,889.0 ）（ 552 ）（ 67 ）（ 717 ）（ 113 ）（ 1,944.5 ）（ 181.0 ）（ 58 ）（ 44 ）（ 461 ）（ 225 ）（ 733.5 ）（ 73.0 ）（ 144 ）（ 134 ）（ 211.0 ）（ 61.5 ）

区分

①
障害者の数

②身体障害者の数

ｆ．うち新規
雇用分

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ
＋ｄ×0.5

ｄ．重度以
外の身体障
害者である
短時間労働
者

ａ.重度身体
障害者

ｃ．重度以
外の身体障
害者

ｄ．重度以
外の知的障
害者である
短時間労働
者

b．　重度
身体障害者
である短時
間労働者

ａ.重度知的
障害者

④精神障害者の数

ｆ．うち新規雇
用分

ｃ.精神障害
者

③知的障害者の数

ｃ．重度以
外の知的障
害者

ｄ．精神障害
者である短
時間労働者

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

b．　重度
知的障害者
である短時
間労働者

ｆ．うち新規
雇用分

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ
＋ｄ×0.5



（２） 企業規模別の雇用状況
①　概況

① ④ ⑤ ⑥

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％
規模計 881 148,901.0 629 115 1,447 507 3,073.5 286.5 2.06 503 57.1

〈 0 〉 〈 28,430 〉〈 0.00 〉

（ 872 )（ 146,262.5 )（ 610 ) （ 111 ) （ 1,322 ) （ 472 ) （ 2,889.0 ) （ 315.5 ) （ 1.98 ) （ 473 )（ 54.2 )

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％   
50～ 436 29,684.0 94 16 203 94 454.0 58.0 1.53 212 48.6   
100人未満 〈 〉 〈 〉   

（ 433 ) （ 29,583.0 )（ 85 ) （ 15 ) （ 199 ) （ 96 ) （ 432.0 ) （ 45.5 ) （ 1.46 ) （ 207 )（ 47.8 )
  

100～ 249 31,248.5 158 25 321 181 752.5 80.5 2.41 176 70.7
200人未満

（ 251 ) （ 31,858.5 ) （ 149 ) （ 30 ) （ 294 ) （ 138 ) （ 691.0 ) （ 74.5 ) （ 2.17 ) （ 159 ) （ 63.3 )

  
200～ 87 18,813.0 95 22 209 89 465.5 34.5 2.47 61 70.1   
300人未満   

（ 87 ) （ 19,046.5 )（ 99 ) （ 19 ) （ 193 ) （ 97 ) （ 458.5 ) （ 50.0 ) （ 2.41 ) （ 59 )（ 67.8 )
  
  

300～ 60 20,172.5 81 21 177 39 379.5 28.0 1.88 26 43.3
500人未満

（ 52 ) （ 17,590.0 )（ 65 ) （ 20 ) （ 151 ) （ 32 ) （ 317.0 ) （ 42.5 ) （ 1.80 ) （ 20 )（ 38.5 )

500～ 33 20,924.0 87 13 191 52 404.0 37.5 1.93 17 51.5
1,000人未満

（ 33 ) （ 20,671.5 )（ 90 ) （ 16 ) （ 174 ) （ 53 ) （ 396.5 ) （ 47.5 ) （ 1.92 ) （ 17 )（ 51.5 )

1,000人以上 16 28,059.0 114 18 346 52 618.0 48.0 2.20 11 68.8

（ 16 ) （ 27,513.0 )（ 122 ) （ 11 ) （ 311 ) （ 56 ) （ 594.0 ) （ 55.5 ) （ 2.16 ) （ 11 )（ 68.8 )

注　１(1)①の表と同じ

②　障害種別雇用状況

区分

②
法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
労働者数

③　障害者の数
企業数 Ａ.重度身体障害

者及び重度知的
障害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間労
働者

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者

Ｄ.重度以外の
身体障害者及
び知的障害者
並びに精神障
害者である短時
間労働者

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋
Ｄ×0.5

実雇用率
Ｅ÷②×100

法定雇用
率達成企
業の数

法定雇用
率達成企
業の割合

Ｆ．うち新規雇
用分

－
1
3

－

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
規模計 3,073.5 568 70 753 112 2,015.0 138.0 61 45 516 227 796.5 90.0 178 168 262.0 58.5

（ 2,889.0 ) （ 552 ) （ 67 ) （ 717 )（ 113 ）（ 1,944.5 ) （ 181.0 ) （ 58 ) （ 44 ) （ 461 ) （ 225 ) （ 733.5 ) （ 73.0 ) （ 144 ) （ 134 ) （ 211.0 ) （ 61.5 )

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
50～
100人未満

454.0 85 14 113 22 308.0 9 2 67 34 104.0 23 38 42.0

（ 432.0 ) （ 76 ) （ 13 ) （ 129 )（ 20 )（ 304.0 ) （ 9 ) （ 2 ) （ 56 ) （ 38 ) （ 95.0 ) （ 14 ) （ 38 ) （ 33.0 )

100～
200人未満

752.5 139 23 177 40 498.0 19 2 98 68 172.0 46 73 82.5

（ 691.0 ) （ 132 ) （ 26 ) （ 170 )（ 38 )（ 479.0 ) （ 17 ) （ 4 ) （ 85 ) （ 64 ) （ 155.0 ) （ 39 ) （ 36 ) （ 57.0 )

200～
300人未満 465.5 87 8 114 12 302.0 8 14 76 59 135.5 19 18 28.0

（ 458.5 ) （ 89 ) （ 6 ) （ 101 )（ 14 )（ 292.0 ) （ 10 ) （ 13 ) （ 74 ) （ 59 ) （ 136.5 ) （ 18 ) （ 24 ) （ 30.0 )

300～
500人未満 379.5 71 8 109 6 262.0 10 13 53 15 93.5 15 18 24.0

（ 317.0 ) （ 62 ) （ 8 ) （ 95 )（ 5 )（ 229.5 ) （ 3 ) （ 12 ) （ 43 ) （ 13 ) （ 67.5 ) （ 13 ) （ 14 ) （ 20.0 )

500～1,000
人未満 404.0 79 5 94 20 267.0 8 8 69 22 104.0 28 10 33.0

（ 396.5 ) （ 80 ) （ 7 ) （ 87 )（ 20 )（ 264.0 ) （ 10 ) （ 9 ) （ 61 ) （ 25 ) （ 102.5 ) （ 26 ) （ 8 ) （ 30.0 )

1,000人以上 618.0 107 12 146 12
378.0

7 6 153 29
187.5

47 11 52.5

（ 594.0 ) （ 113 ) （ 7 ) （ 135 )（ 16 )（ 376.0 ) （ 9 ) （ 4 ) （ 142 ) （ 26 ) （ 177.0 ) （ 34 ) （ 14 ) （ 41.0 )

注　１(1)②の表と同じ

区分

①
障害者の数

②身体障害者の数
ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

ｃ．重度以外の
身体障害者

b．　重度身体
障害者である
短時間労働者

ａ.重度身体障
害者

ｄ．重度以
外の身体障
害者である
短時間労働
者

④精神障害者の数
ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

ａ.重度知的障
害者

ｃ.精神障害者 ｄ．精神障害者
である短時間
労働者

③知的障害者の数
ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋
ｄ×0.5

ｃ．重度以外の
知的障害者 ｆ．うち新規雇

用分
ｆ．うち新規雇
用分

ｄ．重度以外の
知的障害者で
ある短時間労
働者

b．　重度知的
障害者である
短時間労働者

ｆ．うち新規雇
用分



（３） 障害者法定雇用率未達成企業の規模別不足状況

0.5人又は１人 1.5人又は2人 2.5人又は3人 3.5人又は4人
4.5人以上
9人以下

9.5人以上
20人以下

20.5人以上
50人以下

規模計 378 284 56 25 11 2 － － 251
(100.0%) (75.1%) (14.8%) (6.6%) (2.9%) (0.5%) － － (66.4%)

50～ 224 224 － － － － － － 216
100人未満 (100.0%) (100.0%) － － － － － － (96.4%)

100～ 73 36 35 2 － － － － 33
200人未満 (100.0%) (49.3%) (47.9%) (2.7%) － － － － (45.2%)

200～ 26 11 9 5 1 － － － 2
300人未満 (100.0%) (42.3%) (34.6%) (19.2%) (3.8%) － － － (7.7%)

300～ 34 10 9 10 5 － － － 0
500人未満 (100.0%) (29.4%) (26.5%) (29.4%) (14.7%) － － － (0.0%)

500～ 16 3 3 7 1 2 － － 0
1,000人未満 (100.0%) (18.8%) (18.8%) (43.8%) (6.3%) (12.5%) － － (0.0%)

1,000人以上 5 0 0 1 4 － － － 0
(100.0%) (0.0%) (0.0%) (20.0%) (80.0%) － － － (0.0%)

注１ 　上段は企業数、下段は当該企業規模階級内における構成比。

2

区分
①法定雇用率
未達成企業
の数

②不足数
③障害者の
数が0人で
ある企業数

　②欄の「不足数」とは、法定雇用率を達成するために、現在の雇用障害者数に加えて雇用しなければならない障害者の数である。

－
1
4
－



①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 3,750.0 90.0 2.40 0.0

青 森 県 知 事 部局 3,750.0 90.0 2.40 0.0

注　１

2

3

都道府県知事部局（法定雇用率2.3％）

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める
割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障
害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い（短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者につい
ては1人を１カウントとする）、身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間障害者については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして
0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが０と
なることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が０となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 1,070.0 29.0 2.71 0.0

青 森 県 病 院 局 706.0 18.0 2.55 0.0
青 森 県 警 察 本 部 364.0 11.0 3.02 0.0

注　１

2

3

その他の都道府県機関（法定雇用率2.3％）

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める
割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障
害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い（短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者につい
ては1人を１カウントとする）、身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間障害者については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして
0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが０と
なることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が０となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 9,329.5 181.5 1.95 23.5

青森県教育委員会 9,329.5 181.5 1.95 23.5

注　１

2

3

都道府県教育委員会（法定雇用率2.2％）

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める
割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障
害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い（短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者につい
ては1人を１カウントとする）、身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間障害者については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして
0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが０と
なることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が０となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 10,872.5 240.5 2.21 20.0

青森市 1,825.5 49.0 2.68 0.0
弘前市 946.0 23.0 2.43 0.0
八戸市 1,199.0 29.0 2.42 0.0
黒石市 452.0 7.0 1.55 3.0

五所川原市 556.0 12.0 2.16 0.0 注４

十和田市 352.5 9.0 2.55 0.0
三沢市 427.0 10.0 2.34 0.0
むつ市 373.0 9.0 2.41 0.0
つがる市 253.0 7.0 2.77 0.0
平川市 326.0 8.0 2.45 0.0 注４

平内町 204.0 5.0 2.45 0.0
今別町 98.0 1.0 1.02 1.0
蓬田村 62.5 1.5 2.40 0.0
外ヶ浜町 173.0 4.0 2.31 0.0
鰺ヶ沢町 143.5 3.0 2.09 0.0
深浦町 208.5 3.0 1.44 1.0
西目屋村 - - - - 注５

藤崎町 173.0 3.0 1.73 0.0
大鰐町 144.0 3.0 2.08 0.0
田舎館村 79.0 4.0 5.06 0.0
板柳町 167.0 3.0 1.80 0.0
鶴田町 109.0 4.0 3.67 0.0
中泊町 141.5 4.0 2.83 0.0
野辺地町 132.5 3.0 2.26 0.0
七戸町 179.0 4.0 2.23 0.0
六戸町 109.0 0.0 0.00 2.0
横浜町 78.0 2.0 2.56 0.0
東北町 193.0 3.0 1.55 1.0
六ヶ所村 241.0 1.0 0.41 4.0
おいらせ町 243.0 4.0 1.65 1.0
大間町 76.0 2.0 2.63 0.0
東通村 143.0 1.0 0.70 2.0
風間浦村 56.0 0.0 0.00 1.0
佐井村 50.0 3.0 6.00 0.0
三戸町 206.0 3.0 1.46 1.0
五戸町 293.0 5.0 1.71 1.0
田子町 116.0 1.0 0.86 1.0
南部町 186.0 5.0 2.69 0.0
階上町 82.0 0.0 0.00 1.0
新郷村 76.0 2.0 2.63 0.0

注　１

2

3

4

5

市町村関係・首長部局（法定雇用率2.3％）

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員
総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及
び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、（短時間勤務職員である重度身体障害
者及び重度知的障害者については1人を１カウントとする）身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間障害者については、
法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数で
あり、これが０となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が０となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　地方公共団体の機関の特例認定に基づき、他の機関を含めた実雇用率と不足数である。

 ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」が４３．５人未満となっており法定雇用率２．３％の対象とならない。
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 2,883.5 52.5 1.82 13.0

青 森 市 企 業 局 水 道 部 168.0 4.0 2.38 0.0
青 森 市 企 業 局 交 通 部 130.5 4.5 3.45 0.0
弘 前 市 上 下 水 道 部 96.0 2.0 2.08 0.0
八 戸 圏 域 水 道 企 業 団 154.0 3.0 1.95 0.0
八 戸 市 交 通 部 93.0 1.0 1.08 1.0
八 戸 市 立 市 民 病 院 658.0 13.5 2.05 1.5
む つ 総 合 病 院 454.0 11.0 2.42 0.0
十 和 田 市 立 中 央 病 院 246.5 3.0 1.22 2.0
つがる西北五広域連合病院事業 577.5 5.0 0.87 8.0
三 沢 市 立 三 沢 病 院 201.0 3.5 1.74 0.5
弘 前 市 立 病 院 105.0 2.0 1.90 0.0

注　１

2

3

市町村関係・公営機関（法定雇用率2.3％）

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に
設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者につ
いては、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い（短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については1人を１カウント
とする）、身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間障害者については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが０となることを
もって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が０となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 937.5 25.0 2.67 1.0

青森市教育委員会 286.5 9.0 3.14 0.0
弘前市教育委員会 151.0 3.0 1.99 0.0
八戸市教育委員会 166.0 5.0 3.01 0.0
黒石市教育委員会 81.0 1.0 1.23 0.0
五所川原市教育委員会 - - - - 注４
十和田市教育委員会 85.0 2.0 2.35 0.0
三沢市教育委員会 55.0 2.0 3.64 0.0
むつ市教育委員会 53.0 0.0 0.00 1.0
つがる市教育委員会 60.0 3.0 5.00 0.0
平川市教育委員会 - - - - 注４

注　１

2

3

4

市町村関係・市教育委員会（法定雇用率2.3％）

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職
員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者
及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い（短時間勤務職員である重度身体
障害者及び重度知的障害者については1人を１カウントとする）、身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間障害者に
ついては、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数
であり、これが０となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が０となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　地方公共団体の機関の特例認定に基づき首長部局とあわせて不足数を判断する。
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 2,253.0 50.0 2.22 1.5

国立大学法人
　　　　弘前大学 1,826.0 39.5 2.16 1.5
公立大学法人
青森県立保健大学 112.0 2.0 1.79 0.0
公 立 大 学 法 人
青 森 公 立 大 学 66.0 2.0 3.03 0.0

地方独立行政法人
青森県産業技術
センター 249.0 6.5 2.61 0.0

注　１

2

3

独立行政法人（法定雇用率2.3％）

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職
員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者
及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い（短時間勤務職員である重度身体障
害者及び重度知的障害者については1人を１カウントとする）、身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間障害者につい
ては、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数
であり、これが０となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が０となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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